
報告第７４号                 平成１６年１月１６日承認  
 

上水道部会浄水管理分科会の事務事業調整方針について  
 
 上水道部会浄水管理分科会の事務事業調整方針について別冊のとおり本協議

会に報告し、その承認を求める。  
  平成１６年１月１６日提出  
 

                 津地区合併協議会  
                     会長 近 藤 康 雄  



報告第７４号

津 地 区 合 併 協 議 会

協 議 会 報 告 項 目

上 水 道 部 会

浄水管理分科会　１３-４



１回 ２回 ３回

13 - 4 - 1 5/8 5/22

13 - 4 - 2 5/8 5/22

13 - 4 - 3 5/8 5/22

13 - 4 - 4 5/8 5/22

13 - 4 - 5 5/8 5/22

13 - 4 - 6 5/8 5/22

13 - 4 - 7 5/8 5/22

13 - 4 - 8 5/8 5/22

13 - 4 - 9 5/8 5/22

13 - 4 - 10 5/8 5/22

13 - 4 - 11 5/8 5/22

13 - 4 - 12 5/8 5/22

13 - 4 - 13 5/8 5/22

13 - 4 - 14 5/8 5/22

13 - 4 - 15 5/8 5/22

13 - 4 - 16 5/8 5/22

項　　目　　一　　覧　　表

通　　　番 項　　　　　目　　　　　名
幹　事　会　提　案　日

幹事会確認日 備　　　　　考

自己水（上水道と簡易水道）と県水受水

自己水源

配水池状況

自己水道施設の配水方法

浄水場別使用薬品名及び年間使用量について

自己水源施設の電気計装設備及び自家発電装置について

自己水別年間取水量及び配水量並びに県水受水量について

自己水（簡水・上水）施設等の管理

浄水施設の占用

ポンプ場及び配水場施設の管理

水利権関係について

水源に係る協定書・覚え書き等について

分水協定・県営水道について

緊急遮断弁設置及び応急給水栓の設置状況について

水質検査について

水質保全に係る協定等について



1

１．豊津浄水場　深井戸４　急速
ろ過　845㎥/日
２．上野第１〃　 深井戸１、浅井
戸１　急速ろ過
３．上野第２〃　 浅井戸１　滅菌
のみ　2.3.の計1,270㎥/日
４．上野第３〃　 深井戸１　急速
ろ過　360㎥/日
５．東千里〃　　 深井戸１　急速
ろ過　275㎥/日
６．千里ヶ丘第１〃　深井戸２
急速ろ過　505㎥/日
７．千里ヶ丘第２〃　深井戸３
急速ろ過　670㎥/日
８．赤部〃　　深井戸１　急速ろ
過　260㎥/日
９．西部〃　　深井戸３　急速ろ
過　6１５㎥/日
自己水道として上記の浅井戸・
深井戸による上水道が９か所あ
る。

１．北神山浄水場　浅井戸　滅
菌処理のみ　5,500㎥/日
自己水道として上記の浅井戸に
よる上水道１か所及び県水受水
がある。

1.中野・高宮簡易水道　表流水１
か所　膜ろ過　960㎥/日
2.家所簡易水道　津市分水１か
所　　660㎥/日
3.平木簡易水道　表流水１か所
緩速ろ過　50.25㎥/日
4.北長野簡易水道　表流水１か
所　緩速ろ過　70㎥/日
5.穴倉簡易水道　表流水１か所
緩速ろ過　112.5㎥/日
6.高座原簡易水道　表流水１か
所　緩速ろ過　51.9㎥/日
7.北部簡易水道　県水１か所
1,000㎥/日
※専用水道として、東山共同井
戸がある。１か所　緩速ろ過
20.0㎥/日
上記は、簡易水道国庫補助認
可書の名称である。

１．別所浄水場　表流水１　緩速
ろ過　1,590㎥/日
２．金剛峰浄水場　表流水２　緩
速ろ過　1,057㎥/日
上記は久居市榊原簡易水道で
ある。

１．片田浄水場　表流水　緩速ろ
過８池・急速ろ過２施設　36,000
㎥/日
２．高茶屋浄水場　伏流水　急
速ろ過３池　15,000㎥/日
３．三雲浄水場　伏流水　急速ろ
過８池　24,000㎥/日

自己水源2 １．中央浄水場　浅井戸５
　滅菌処理のみ　5,150㎥/日
２．妙法寺　〃　 浅井戸２
　滅菌処理のみ　1,100㎥/日
３．第７水源地　 浅井戸１
　滅菌処理のみ　　200㎥/日
４．原水供給（三惠技研）水道法
の専用水道ではない。会計も専
用水道特別会計で処理してい
る。　浅井戸　日量約　1,000㎥/
日の原水供給。
自己水道として上記の浅井戸９
か所及び県水受水がある。

１．北神山浄水場
自己水道として上記の浅井戸に
よる上水道１か所及び県水受水
がある。

１．中野・高宮簡易水道
２．穴倉　〃
３．高座原　〃
４．北長野　〃
５．平木　〃
６．家所　〃
７．北部　〃
※専用水道
東山共同井戸がある。施設及び
巡回点検は村が実施。費用は、
地元負担
簡易水道7か所と、地元管理の
専用水道が１か所ある。

自己水（上水道・簡
易水道）と県水受
水について

１．中央浄水場
２．妙法寺　〃
３．第７水源地
※専用水道（三恵技研への原水
供給）がある。
自己水道として上記の上水道３
か所及び県水受水（長良川系・
野口配水池）がある。

　自己水に榊原簡易水道
　津市から分水、県水受水があ
る。
※　美里ホームランド　：　専用
水道であり、現在、施設等は自
治会が行っている。水系は長野
川水系から取水しているが、上
水道と接続事業を実施中であ
り、水源は、自己水から県水（長
良川系）区域となる。
　久居市では給水区域内に榊原
簡易水道がある。第6次拡張事
業の一環として簡易水道の統合
の方針を示しているが、統合の
時期は確定していない。

１．片田浄水場
２．高茶屋浄水場
３．三雲浄水場
４．県水雲出・長良川系受水
上記の自己水（上水道３か所）
及び県水受水がある。

１．豊津浄水場
２．上野第１〃
３．上野第２〃
４．上野第３〃
５．東千里〃
６．千里ヶ丘第１〃
７．千里ヶ丘第２〃
８．赤部〃
９．西部〃
10. 中央配水池（県水受水用）
自己水道として上記の浅井戸・
深井戸による上水道が９か所及
び県水受水がある。

分　   科　   会

上水道部会

浄水管理分科会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

協　議　項　目 専　門　部　会

関　係　項　目

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町
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・施設は現行のまま新市に引き継ぐ。
・施設創設時の経緯、既存施設の効率的な有効活用について協議し、管網整備計画
策定後合わせて水道施設の統廃合について調整する。
・簡易水道の上水道への一元化については新市に移行後、当分の間現行のとおりと
し、随時調整する。

１．元取簡易水道　表流水１
　緩速ろ過２池、急速ろ過１
　46㎥/日
２．福田山　　〃　　表流水１
　緩速ろ過２池　30㎥/日
３．青山高原　　〃 伏流水１
　急速ろ過３池　1,500㎥/日
上記は簡易水道国庫補助認可
書の名称である。

ーー

簡易水道国庫補助認可書の名
称
　　簡易水道
1.小西　　　　2.下多気
3.戸木　　　　4.小田
5.西ケ広      6.三谷
7.佐田        8.上太郎生
9.中太郎生東.
10.須渕　　　 11.下太郎生
12.伊勢地　　 13.奥津
14.上八知
11．～14．　　　現在建設中

1.小西簡水　表流水１　急速ろ過　４
９３.３㎥／日
2.下多気簡水　表流水２　膜ろ過
53.9㎥／日
3.戸木簡水　 表流水１　緩速ろ過
22.6㎥／日
4.小田簡水　　表流水１　膜ろ過
36.7㎥／日
5.西ケ広簡水　表流水１　緩速ろ過
45.0㎥／日
6.三谷簡水　 表流水１　緩速ろ過
38.0㎥／日
7.佐田簡水　 表流水１　緩速ろ過
115.0㎥／日
8.上太郎生簡水 表流水２　緩速ろ
過　179.0㎥／日
9.中太郎生東簡水 表流水２　緩速
ろ過　58.0㎥／日
10.須渕簡水　 浅井戸　　　　１３２．
０㎥／日
11.下太郎生簡水 表流水１　膜ろ過
22４.0㎥／日
12.伊勢地簡水　表流水２　膜ろ過
250.0㎥／日
13.奥津簡水　 表流水１　膜ろ過
2７５.0㎥／日
14.上八知簡水　表流水２　膜ろ過
1８7.０㎥／日
11．～14．　　　現在建設中
上記は簡易水道国庫補助認可書の
名称

調　整　の　内　容

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

１．現行のまま新市に引き継ぐ。
２．現行のまま新市に引き継ぐ。

白　山　町

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

美　杉　村

・施設は現行のまま新市に引き継ぐ。
・施設創設時の経緯、既存施設の効率的な有効活用について協議し、管網整備計画
策定後合わせて水道施設の統廃合について検討していく。
・新市における県水の受水量等については、県と協議していく。

１．元取簡易水道
２．福田山　〃
３．青山高原　〃
４．県営雲出・長良川系受水
１～３は、簡易水道である。上水
道への統合については、当面は
難しい。

自己水なし、県水受水のみ。津市の給水区域である。

調整の具体的内容
香 良 洲 町 一　志　町
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3

4

浄水管理分科会

協　議　項　目

美　里　村 安　濃　町津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町

1.中央浄水場　　2,000㎥/２池、
　　54㎥/１池、32㎥/１池、
　　90㎥/１池、200㎥/１池
2.妙法寺浄水場　1000㎥/１池
　　257㎥/１池
3.第７水源地　　144㎥/１池
4.県営水道受水用　2,000㎥/1池

1.中野・高宮
　 300㎥/1池　150㎥/1池
   210㎥/1池　190㎥/1池
2.家所　　300㎥/1池　津市から
受水
3.平木　　68㎥/1池
4.北長野　83㎥/1池
5．穴倉　100㎥/1池　40㎥/１池
6.高座原　67㎥/1池　32㎥　１池
7.北部　　800㎥/１池　県営水道
（長良川）から受水　※家所・穴
倉簡易水道区域への給水可能

様式４

専　門　部　会 上水道部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目

中央配水池　　2,000㎥/２池
工業団地配水池　　50㎥/１池
南山配水池　　300㎥/１池

１．中央配水池　　1,855㎥/１池
２．上野配水池
　　1,000㎥/１池（上野第1,2）
　　　332㎥/１池（上野第3）
３．千里ヶ丘配水池
　　1,100㎥/１池（千里第1,2）
４．豊津低地配水池
　　　　560㎥/１池
５．東千里低地配水池
　　　　190㎥/１池
６．西部・赤部からの配水池
　　　　380㎥/１池
※　将来　杜の街配水池を設置
予定がある。

分　   科　   会

配水池状況

１．別所浄水場　自然流下・ポン
プ圧送
　一之坂配水池　自然流下・ポ
ンプ圧送
２．金剛峰浄水場　自然流下
上記の浄水場2個所（別所浄水
場・金剛峰浄水場）がある。

１．片田浄水場　自然流下、一
部下記の施設がある。
分部配水場：ポンプ圧送
美里配水場：ポンプ圧送
２．高茶屋浄水場　ポンプ圧送
３．三雲浄水場　ポンプ圧送

自己水道施設の配
水方法について

ポンプ圧送後中央配水池、工業
団地配水池、南山配水池から自
然流下

１．豊津浄水場　ポンプ圧送
２．上野第１、２〃　 上野配水池
までポンプ圧送後自然流下
３．上野第３〃　 ポンプ圧送
４．東千里〃　　 ポンプ圧送　一
部千里ヶ丘配水池から給水
５．千里第１、２〃　千里ヶ丘配
水池までポンプ圧送後自然流下
６．西部・赤部浄水場　　中央配
水池までポンプ圧送後自然流下
７．中央配水池（県水受水）

１．中央浄水場：自然流下・加圧
ポンプ
２．妙法寺浄水場：自然流下・加
圧ポンプ
３．第7水源地：自然流下

１．中野・高宮簡易水道：自然流
下
２．穴倉簡易水道：自然流下
３．高座原簡易水道：自然流下
４．北長野簡易水道：自然流下
５．平木簡易水道：自然流下
６．家所簡易水道：自然流下
７．北部簡易水道：自然流下

1.別所浄水場
　　　配水池　466㎥/２池
　系列配水池：一之坂配水池
　　　　　　　　105㎥/１池
２．金剛峰浄水場
　　　配水池　80㎥/１池
金剛峰配水池　95㎥/１池
上山配水池　173㎥/１池
３．別所・金剛峰浄水場
　系列配水池　600㎥/１池

１．片田浄水場
3,100㎥/１池、6,500㎥/１池、
6,000㎥/２池
２．高茶屋浄水場
5,000㎥/１池
３．三雲浄水場
8,000㎥/１池

3/14



白　山　町 美　杉　村

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

一　志　町

１．上野配水池　　1,960㎥　2池
２．野口配水池　　　478㎥　2池
３．井の口配水池　　94㎥　1池
４．川合配水池　　　800㎥　1池
５．虹が丘配水池　　 89㎥　1池
６．井生配水池　　　204㎥　1池
７．小山配水池　　　770㎥　1池

－

１．元取簡易水道　　      一部加
圧ポンプ圧送　自然流下
２．福田山簡易水道　　　 一部
加圧ポンプ圧送　自然流下
３．青山高原簡易水道　　一部
加圧ポンプ圧送　自然流下

・現在は簡易水道は廃止、上水
道化されているが、使用を休止
した旧施設が若干残存する。
１．井の口配水池は、野口配水
池よりポンプ圧送
２．虹が丘配水池は、小山配水
池よりポンプ圧送
３．残りの５配水池は、県より受
水

－

・施設は現行のまま新市に引き継ぐ。
・施設創設時の経緯、既存施設の効率的な有効活用について協議し、管網整備計画
策定後合わせて水道施設の統廃合について調整する。
・一元化については新市に移行後も、当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

1.元取配水池38㎥　1池
2.福田山配水池30㎥　1池
3.青山高原配水池300㎥　2池
4.第１配水池1,500㎥　2池
5.第２配水池1,000㎥　1池
6.ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ配水池2,500㎥　1池
7.白山台配水池500㎥　1池
8.三ｹ野配水池130㎥　2池
9.二俣配水池71㎥　2池
10.別所配水池54㎥　2池
11.上佐田配水池312㎥　2池

簡易水道別配水池容量・池数
1.小西　　配水池　405.0㎥　2池
2.下多気 　配水池　76.0㎥　2池
3.戸木　　配水池　46.0㎥　1池
4.小田　　配水池　55.0㎥　2池
5.西ケ広　 配水池　60.8㎥　2池
6.三谷　　配水池　59.5㎥　2池
7.佐田　　配水池 100.0㎥ 2池
8.上太郎生 配水池 181.4㎥ 2池
9.中太郎生東 配水池 78.0㎥ 2
池
10.須渕　　配水池 144.0㎥ 2池
11.下太郎生　配水池 183.0㎥ 2
池（計画）
12.伊勢地　配水池 204.0㎥ 2池
（計画）
13.奥津　　 配水池 192.0㎥ 2池
（計画）
14.上八知　配水池　194.4㎥　2
池（計画）
11．～14．　　　現在建設中

簡易水道別配水池容量・池数
1.小西　自然流下・ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送
2.下多気　自然流下
3.戸木　自然流下
4.小田　自然流下　　5.西ケ広
自然流下　　6.三谷　自然流下
7.佐田　自然流下　　8.上太郎生
自然流下　　9.中太郎生東　自
然流下　　10.須渕　自然流下・
ポンプ圧送（計画）　　11.下太郎
生　自然流下・ポンプ圧送（計
画）　　12.伊勢地　自然流下・ポ
ンプ圧送（計画）　　13.奥津　自
然流下・ポンプ圧送（計画）
14.上八知　　自然流下（計画）
11．～14．　現在建設中

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容
３．現行のまま新市に引き継ぐ。
４．現行のまま新市に引き継ぐ。

香 良 洲 町
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5

6 自家発電
１．千里ヶ丘第１ 50ＫＶＡ　１台
２．　〃　　　第2　75ＫＶＡ　１台
３．西部　　　　　　40ＫＶＡ　1台
以上のうち、自家用電気工作物
保安点検対象施設は，次のとお
りである
１．千里ヶ丘第2浄水場
２．豊津浄水場  70ＫＶＡ
３．上野第３浄水場  95ＫＶＡ
４．西部浄水場
役場本庁舎にて各水源地、浄水
場などの流入量、残留塩素、井
戸の水位などが分かるように
なっている。
総ての施設に、運転監視用遠方
監視装置がある。

1.別所浄水場
中央監視施設・自動制御装置
自家発電能力　220Ｖ・38ＫＶＡ
系列配水池：一之坂配水池　中
央監視施設・自動制御装置　自
家発電能力　220Ｖ・25ＫＶＡ
２．金剛峰浄水場
中央監視施設・自動制御装置
自家発電能力　220Ｖ・20ＫＶＡ
３．自己以外
(1)　稲葉配水池
中央監視施設・自動制御装置
自家発電能力　220Ｖ・20ＫＶＡ
(2)　森配水池
中央監視施設・自動制御装置
自家発電能力　220Ｖ・32.5ＫＶＡ
(3)　森加圧所
中央監視施設・自動制御装置
自家発電能力　220Ｖ・135ＫＶＡ

１．片田浄水場
新急速及び貯水池水位、原水流
量の弁開度調整等は、管理棟
から集中監視制御可能。旧急速
ろ過、緩速ろ過池は、現場での
人的操作・管理が必要である。
(1)　自家発電能力220Ｖ・100ＫＶ
Ａ
２．高茶屋浄水場
急速ろ過池施設は、現場操作。
配水ポンプは、平成13年度にイ
ンバータ方式による自動化を完
了。水源のポンプ運転操作及び
水源地水位は、管理棟から集中
監視制御可能。
(1)　水源地　自家発電能力　225
ＫＶＡ
(2)　浄水場　自家発電能力650
ＫＶＡ
３．三雲浄水場
水源地及び浄水場内施設を管
理棟から集中監視制御可能。水
源地への送電は、浄水場から供
給している。
(1)　自家発電能力　600ＫＶＡ

協　議　項　目 専　門　部　会

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

芸　濃　町

様式４

関　係　項　目 分　   科　   会

上水道部会

浄水管理分科会

美　里　村 安　濃　町

１．中央浄水場
自家発電能力　440Ｖ　250ＫＶＡ
２．妙法寺浄水場
自家発電能力　220Ｖ　140ＫＶＡ
３．その他（取水施設）
自家発電能力
　5-1  220Ｖ　　70ＫＶＡ
　5-2  220Ｖ　　70ＫＶＡ
　5-4  220Ｖ　　51ＫＶＡ

１．中野･高宮　 自家発電能力
220Ｖ　74ＫＶＡ
２．家所　　　　　自家発電なし。
３．北部　　　　　自家発電なし。
４．穴倉　　　　　自家発電なし。
※受電していない、薬品注入設
備等は、乾電池で稼動。
５．高座原　　　 自家発電なし。
※受電していない、薬品注入設
備等は、乾電池で稼動。
６．北長野　　 　自家発電なし。
７．平木　　　　　自家発電なし。
※受電していない、薬品注入設
備等は、乾電池で稼動。

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町

自家発電能力　220Ｖ　210ＫＶＡ
管理棟からの集中監視・制御

１．別所浄水場
次亜塩素酸ナトリウム  2,300kg
　一之坂配水池
次亜塩素酸ナトリウム    460kg
２．金剛峰浄水場
次亜塩素酸ナトリウム  1,840kg

１．片田浄水場
次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ　126,590㎏
ポリ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 136,010㎏
２．高茶屋浄水場
次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ　33,110㎏
３．三雲浄水場
次亜塩素酸ナトリウム　92,780
㎏、ポリ塩化アルミニウム
27,110㎏
液体苛性ソーダ　　　　105,950㎏

自己水源施設の電
気計装設備及び自
家発電装置につい
て

浄水場別使用薬品
名及び年間使用量
について

１．中央浄水場
次亜塩素酸ナトリウム　6,194㎏
２．妙法寺浄水場
次亜塩素酸ナトリウム　3,000㎏
３．第7水源地
次亜塩素酸ナトリウム  446㎏

１．中野・高宮簡水簡易水道
次亜塩素酸ナトリウム　2,400㎏
ポリ塩化アルミニウム　　200㎏
２．穴倉簡水簡易水道
次亜塩素酸ナトリウム　240㎏
３．高座原簡易水道
次亜塩素酸ナトリウム　160㎏
４．北長野簡易水道　 次亜塩素
酸ナトリウム　320㎏
５．平木簡易水道　　　次亜塩素
酸ナトリウム　160㎏
６．家所簡易水道　　　津市分水
７．北部簡易水道　　次亜塩素
酸ナトリウム　320㎏

次亜塩素酸ナトリウム　　3,520
㎏

１．豊津浄水場　　　次亜塩素酸
ナトリウム
２．上野第１・２・３〃　 　　　〃
３．東千里〃　　 　　　　　　　〃
４．千里ヶ丘第１・２〃　　　　〃
５．赤部〃　　　　　　　　　　　〃
６．西部〃　　　　　　　　　　　〃
計　年間使用量　　　　　68,320ℓ
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調整の具体的内容

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

1.小西　次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ　990ℓ
ポリ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ　620ℓ　ｿｰﾀﾞ灰
25㎏
2.下多気　次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ　100ℓ
3.戸木　次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ　72ℓ
4.小田　次亜塩素酸ナトリウム
200ℓ　　5.西ケ広　次亜塩素酸ナトリ
ウム　234ℓ
6.三谷　次亜塩素酸ナトリウム
140ℓ　　7.佐田　次亜塩素酸ナトリウ
ム　240ℓ　　8.上太郎生　次亜塩素
酸ナトリウム　720ℓ
9.中太郎生東　次亜塩素酸ナトリウ
ム　72ℓ
10.須渕　次亜塩素酸ナトリウム　不
詳　11.下太郎生　（計画）
12.伊勢地　（計画）
13.奥津　（計画）
14.上八知　（計画）
11．～14．　　現在建設中

－

１．青山高原簡易水道
　　集中監視制御
２．元取・福田山簡易水道
　特になし。

－

一　志　町 白　山　町

１．野口配水池
２．井の口配水池
３．虹が丘配水池
以上の配水池の二次滅菌用
次亜塩素酸ナトリウム　　220㎏

美　杉　村

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

－

香 良 洲 町

1.小西簡水
10.須渕簡水
11.下太郎生簡水
12.伊勢地簡水
13.奥津簡水
14.上八知簡水
以上中央監視
11.～14.　現在建設中
自家発電装置は、全施設なし。

様式４

調　整　の　内　容
５．現行のまま新市に引き継ぐ。
６．現行のまま新市に引き継ぐ。

１．元取簡易水道
　次亜塩素酸ナトリウム　 200㎏
　ポリ塩化アルミニウム　1,200㎏
  液体苛性ソーダ　　　　　 825㎏
2.福田山簡易水道
　次亜塩素酸ナトリウム　 140㎏
３．青山高原簡易水道
　次亜塩素酸ナトリウム　 320㎏

6/14



7

8 自己水（簡水・上
水）施設等の管理

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町

自己水別年間取水
量及び年間配水量
並びに県水年間受
水量について（平
成13年度決算）

１．千里ヶ丘１浄水場
配水量　271,101㎥
２．千里ヶ丘２浄水場
配水量　455,972㎥
３．豊津浄水場
配水量　433,764㎥
４．上野１浄水場
配水量　282,600㎥
５．上野２浄水場
配水量　225,656㎥
６．上野３浄水場
配水量　28,092㎥
７．東千里浄水場
配水量　79,955㎥
８．西部浄水場
送水量　389,533㎥
９．赤部浄水場
送水量　134,953㎥
県水受水量　376,241㎥

1.別所浄水場
取水量　791,600㎥
配水量　416,640㎥
２．金剛峰浄水場
取水量　173,600㎥
配水量　138,880㎥
３．自己水以外
(1)津市高茶屋から受水
682,522㎥
(2)県営雲出川系から受水
4,599,093㎥
(3)県営長良川系から受水
600,600㎥

様式４

関　係　項　目

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

安　濃　町美　里　村

各簡易水道を維持管理するた
め、巡視等を職員２人で対応し
ている。

取水量（浅井戸）　　1,142,450㎥
配水量　　　　　　　　　922,314㎥
県営水道受水量
199,844㎥

運転監視のための遠方監視装
置あり、全施設を職員５人により
管理している。

水道事業総配水量　1,674,252㎥
１．中央浄水場
取水量　1,035,080㎥
配水量　980,806㎥
２．妙法寺浄水場
取水量　489,823㎥
配水量　467,808㎥
３．第７水源地
取水量　79,638㎥
配水量　79,638㎥
４．県営長良川受水量
取水量　182,500㎥
配水量　182,500㎥

1.中野・高宮　　雲出川水系桂畑川
取水量　 273,327㎥
配水量　 248,479㎥
2.家所    津市から受水
 津市受水量　154,935㎥
配水量　151,321㎥
3.平木　　雲出川水系中出川
取水量　11,888㎥
配水量　10,807㎥
4.北長野　　雲出川水系長野川
             雲出川水系三船谷川
取水量　　  23,363㎥
配水量　 21,239㎥
5.穴倉　　雲出川水系穴倉川
取水量　 38,003㎥　　配水量　34,548㎥
6.高座原　　安濃川水系芦谷川、福部谷
川
取水量　12,240㎥　　配水量　10,127㎥
7.北部　　県営水道（長良川）から受水
取水量　55,971㎥　配水量　48,719㎥
※家所・穴倉簡易水道区域への給水可
能。
上記の２．７以外は浄水場をもち、すべ
ての簡易水道施設は表流水による取水
である。

１．片田浄水場
表流水取水量　13,796,040㎥
配水量　　11,119,168㎥
２．高茶屋浄水場
伏流水取水量　2,138,620㎥
浅井戸取水量　1,871,294㎥
配水量　　　     4,009,914㎥
３．三雲浄水場
伏流水取水量　7,550,760㎥
配水量　　　　　 7,550,760㎥
４．県営水道
雲出川系受水量　6,642,705㎥
長良川系受水量　2,737,228㎥

芸　濃　町

協　議　項　目

区　　　　　分

分　   科　   会

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

浄水管理分科会

専　門　部　会 上水道部会

１．片田浄水系
　取水口：官舎があり、家族同居２４
時間（臨時職員・ＯＢ）
　貯水池：津市水道資料館があり、
土、日曜日、祝日は来館者のため
開館し、巡視している。（臨時職員・
ＯＢ）
　浄水場：局職員11人にて、24時間
直営管理
　水質試験担当：月から金曜日の
８：３０～１７：００勤務　５人
２．高茶屋浄水系
　水源地：無人
　浄水場：平成14年6月から運転・維
持管理業務を一部民間委託化し、
場長と日勤者の２人の局職員体
制。局職員の勤務は、月から金曜
日の８：３０～１７：００常駐。
３．三雲浄水系
　水源地：無人
　浄水場：平成1１年6月から運転・
維持管理業務を一部民間委託化
し、場長と日勤者の２人の局職員体
制。局職員の勤務は、月から金曜
日の８：３０～１７：００常駐。

監視設備あり。課職員９人で監
視対応。夜間・休日は警備会社
委託。

１．別所浄水場：嘱託職員１人・
中央監視。
２．金剛峰浄水場：嘱託職員１
人・中央監視。

※施設管理は職員で対応、ろ過
砂切削は直営。

１．自己水処理施設には、運転
監視用遠方監視装置の設置が
完了している。
  全施設、水道課職員5人で管
理。

２．県営水道は河芸町赤部地内
にある中央配水地に流入される
が、水道維持管理は県が行って
いる。
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             取水量　　配水量
１．戸木　　 　4,831㎥   4,107㎥
２．大野　    18,056㎥  12,606㎥
３．小田　 　 11,907㎥   8,681㎥
４．西ヶ広　   6,721㎥   5,733㎥
５．三谷　　   8,467㎥   7,748㎥
６．佐田　　  23,824㎥  21,657㎥
７．上太郎生  30,776㎥  28,007㎥
８．小西　　  84,014㎥  72,429㎥
９．中太郎生東16,808㎥  15,280㎥
10．下多気　  13,952㎥  12,695㎥
11．須渕　　      - ㎥      - ㎥
12．下太郎生      - ㎥      - ㎥
13．伊勢地　      - ㎥      - ㎥
14．上八知　      - ㎥      - ㎥
15．奥津　　      - ㎥      - ㎥

白　山　町

１．元取簡易水道
　　　取水量　 　    17,545㎥
　　　配水量　　      14,036㎥
２．福田山簡易水道
　　　取水量　 　       6,939㎥
　　　配水量　　        5,550㎥
３．青山高原簡易水道
　　　取水量　 　       8,697㎥
　　　配水量　　        6,957㎥
４．県水受水量　1,622,216㎥
    県水配水量　1,296,136㎥

県水受水量　　　1,975,322㎥
配水量　　　　　　1,612,060㎥

様式４

－

調　整　の　内　容
７．現行のまま新市に引き継ぐ。
８．現行のまま新市に引き継ぐ。

一　志　町
調整の具体的内容

香 良 洲 町

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

美　杉　村

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

小西簡易水道のみ監視システ
ムあり
１４年完成の須渕簡易水道も導
入
１４年度以降
下太郎生　　〃
伊勢地　　　〃
奥津　　　　　〃
上八知　　　〃　　も同様に有り

津市と市外給水協定書を締結し
ている。

県営水道を受水し、その配水池
の維持管理を職員３人で行って
いる。

簡易水道の給水区域、県営水
道給水区域との連絡中継のた
めに配水池、高架水槽、ポンプ
施設、薬品注入設備、自家発電
設備、運転監視のための遠方監
視装置設はあり、職員２人で監
視。自家用電気工作物保安点
検は外部委託。
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9

10

11

ー中野・高宮簡易水道（取水施設）
美里村大字桂畑字高狭ヶ野
1201-11番地先の一級河川雲出
川水系桂畑川にに係る河川区
域内の土地で（317.30㎡）があ
る。
平成１２年４月１日締結

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

様式４

専　門　部　会

加圧ポンプ室　　４か所
※　職員による巡視、テレメータ
による遠方監視。

高台への配水池の送水ポンプ
施設３か所あり、職員二人で二
日に１回巡視等維持管理してい
る。

ポンプ場　　２か所
配水池　　　２か所
電話回線による遠方監視・夜
間・休日は警備会社委託。

芸　濃　町

ー

１．中野・高宮簡易水道
　雲出川水系桂畑川（砂防）一
級河川（県）取水能力　0.0116㎥
/秒　1000㎥/日
２．穴倉簡易水道
　安濃川水系穴倉川（砂防）準
用河川（村）
３．高座原簡易水道
　安濃川水系芦谷川（砂防）準
用河川（村）
４．北長野簡易水道　　雲出川
水系長野川（砂防）準用河川
（村）
５．平木簡易水道　　雲出川水
系中出川（砂防）準用河川（村）

ー１．別所浄水場
河川流水の、農業用水水利権
の一部を無償借用。
２．金剛峰浄水場
ため池の農業用水利権の一部
を利用するため、河川からため
池への取水について、水道水源
としての使用権。

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町

　市内には、ポンプ場施設１１か
所、配水場施設１４か所があり、
局とＮＴＴ専用回線を使用して遠
方監視をしている。担当主幹以
下５人（臨時職員２人含む）体制
で、その内２人が日常の維持管
理・巡視を行っている。夜間・日
曜祝祭日は、局の警備員が警
報装置の作動を確認し、職員を
呼び出す。

ー１．別所浄水場
榊原川の河川表流水取水施設
として、堰、取水口、導水管があ
る。
２．金剛峰浄水場
別所池（農業用ため池）の表流
水取水施設として取水口。成竹
川の表流水取水施設として取水
口。以上の２取水口からの導水
管敷きは、財産区等の敷地を占
用している。

上水道部会

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

区　　　　　分

１．片田浄水場系
　表流水取水施設として堰及び取
水ゲート管理用通路、橋等がある。
２．高茶屋浄水場系
　伏流水取水施設として河川内に
多孔ヒューム管、導水施設、河川の
護岸。河川外に取水ポンプ施設が
ある。送水管敷及び浄水場は、元
の大蔵省の敷地を借用している。
３．三雲浄水場系
　伏流水取水施設として河川内に
多孔ヒューム管、導水施設、取水ポ
ンプ施設、送水管施設として水管橋
及び送水管敷がある。

美　里　村 安　濃　町

浄水施設等の占用

関　係　項　目 分　   科　   会 浄水管理分科会

協　議　項　目

１．県営雲出川系受水：中央監
視・無人
２．県営長良川系受水：中央監
視・無人
３．一之坂配水池
無人・中央監視（別所浄水場嘱
託職員が対応）
上山配水池：中央監視・無人、
定流量弁室：中央監視・無人
稲葉配水池：無人、森配水池：
無人、森加圧所：無人
※　管理は職員において対応・
随時。

各施設電話回線にて、遠方監
視。夜間、日・祝祭日の対応は、
警備員より、水道当番へ連絡。
水道当番は、水道課職員４人で
対応。

水利権関係につい
て

１．片田浄水系
雲出川水系長野川から取水して
いる。創設時の水利関係者との
契約書がある。
２．高茶屋浄水系
雲出川水系雲出川から伏流水
を0.092㎥/秒の水利権あり（国
土交通省）。
３．三雲浄水系
雲出川水系雲出川から伏流水
0.278㎥/秒（昭和４４年５月～昭
和４５年３月）を暫定水利権とし
て取得し、浄水場施設工事を完
成させたが、それ以降水利権取
得のため河川の流量観測業務
を続けている。

ーー

ポンプ場及び配水
場等施設の管理に
ついて
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ー

－青山高原簡易水道
　一級河川雲出川水系城立川
伏流水　最大取水量　0.0126㎥/
秒

－ー

　　ポンプ場施設　　３か所
　　配水場施設　　　１０か所
小西簡水　　中央監視・職員2名
ポケベル持参。
その他施設　　それぞれ地元へ
維持管理委託。

ーー

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容
　９．現行のまま新市に引き継ぐ。
１０．現行のまま新市に引き継ぐ。
１１．現行のまま新市に引き継ぐ。

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町
調整の具体的内容

①　水利権関係図書を各市町村で整理したうえ、現行のまま新市に引き継ぐ。

ー配水池　　７か所を遠方監視。異
常の場合は、電話回線にて発
令、異常内容を確認し職員を呼
び出し。

１．青山高原簡易水道
送水管敷として、県道を借用。
2.元取簡易水道
送水管敷として、県道を借用。
３．福田山高原簡易水道
該当なし。

ー

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

美　杉　村
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12

13

14

水源に係る協定
書・覚え書き等につ
いて

津市分水契約書
県水長良川水系協定書
桂畑川水利調整協定書
高座原簡水利用確認書

片田浄水系
　「津市水道水源各村に対する
契約書」。
県営水道受水に係る「雲出・長
良水系」の協定書。

美　里　村

分　   科　   会 浄水管理分科会

津　　　　市

県営水道受水に係る長良水系
の協定書。

安　濃　町

県営水道受水に係る長良水系
の協定書。

香良洲町と市外給水協定書、久
居市・三雲・美里との分水協定
書を締結している。

津市との分水協定締結。 １．津市と美里村上水道分水協
定書（昭和51.4.15締結・一日最
大660㎥）

鈴鹿市と分水協定締結（２軒）

県営水道受水に係る長良水系
の協定書。

ー

久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町

ー中央配水池のみ設置済。応急
給水栓につても、中央配水池の
みである。

区　　　　　分

緊急遮断弁設置及び応急給水
栓の設置可能なスペースの確
保。現在該当なし。

協　議　項　目

１．別所浄水場
　河内谷一の井水利権調整協
定（昭和46.6.19)、榊原簡易水道
に係る水利調停協定書（昭和
56.2.4)
２．金剛峰浄水場
　一級河川雲出川水系谷杜川
一ノ井堰に関する分水協定書
（平成5.4.20)、別所池水利調整
協定書（平成3.6.27)、別所池に
関する覚書（平成5.4.20)
３．県営水道受水に係る「雲出・
長良水系」の協定書。

専　門　部　会

主要な配水地には緊急遮断弁
設置してあり、配水地に応急給
水栓の設置可能なスペースが確
保されている。
１．稲葉配水池　　3,500㎥　　1
池　Φ300　Ｈ10　　設置済。
２．古井谷配水池　600㎥

ー

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

関　係　項　目

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

上水道部会

様式４

分水等の協定書に
ついて

緊急遮断弁装置及
び応急給水装置の
設置状況について

緊急遮断弁設置及び応急給水栓の
設置可能なスペースの確保。　浄水
場あるいは、市内の主要配水池（配
水場・高架水槽）、県営水道受水場
の出口側に緊急遮断弁を設置。応
急給水栓装置あり。殆どの緊急遮
断弁は、流速感知方式、一部に流
速及び震度感知の両方を併用して
いるか所もある。例えば津市の場合
には、浄水場内の配水池の出口
部、市内に点在する配水場、高架
水槽等の出口部に、流速感知、震
度感知による方式にて緊急的に弁
うを自動遮断する装置。緊急時の
応急給水栓を設置して災害時に対
応している。このような、装置がある
場合にタイプ等を含める。
○配水・県水受水場関係
８か所に、１１個設置
○浄水場関係の配水池
１．片田浄水場：№３，４Φ900に設
置済
２．高茶屋浄水・三雲浄水場の配水
池は、低地にありポンプ圧送してい
ることから緊急時に対応可能。

ー
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構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

１２．現行のまま新市に引き継ぐ。
１３．現行のまま新市に引き継ぐ。
１４．現行のまま新市に引き継ぐ。

一　志　町

調　整　の　内　容

-

香 良 洲 町

県営水道受水に係る雲出・長良
水系の協定書。

－ 県営水道受水に係る雲出・長良
水系の協定書。

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

白　山　町

－

ー

　水源に係る協定書・覚え書き等関係図書を各市町村で整理したうえ、現行のまま新
市に引き継ぐ。

調整の具体的内容
美　杉　村

　久居市、美里村の分水協定書については、合併時に廃止、鈴鹿市及び三雲町につ
いては、新市に引き継ぐ。

－ 上野配水池　　1,960㎥　　２池
Φ200　Ｓ49/Ｈ12
設定値　遮断流量　280㎥/ｈ　震
度設定値　５強の条件で、遮断
する。

－ー ー

ー
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15

河　芸　町

１．検査方法
委託検査
２．検査対象
給水栓水
浄水・原水

３．検査項目
法に基づく毎日検査
法に基づく毎月検査

４．苦情の対応
実施している。

16 水質保全に係る協
定等について

協　議　項　目

（２）　　ー

（１）　　ー（１）　　３
青山高原カントりー倶楽部
富士カントりー倶楽部
（株）冨士エクセレント倶楽部伊
勢大鷲ゴルフ場

（１）　　３
　　霞ゴルフクラブ
　　芸濃セントラルゴルフクラブ
　　鈴鹿カントリー倶楽部

水質検査について

浄水管理分科会

（２）　　ー

１．検査方法
委託検査
２検査対象
給水栓水
浄水・原水

３．検査項目
法に基づく毎日検査
法に基づく毎月検査
法に基づく臨時検査

４．苦情の対応
実施している。

１．検査方法
委託検査
２．検査対象
給水栓水
浄水・原水

３．検査項目
法に基づく毎月検査
法に基づく臨時検査

４．苦情の対応
実施している。

（１）行政区域内のゴルフ場数と
その名称
　２
津カントリークラブ、
（株）冨士エクセレント倶楽部伊
勢大鷲ゴルフ場

１．検査方法
委託検査
２．検査対象
給水栓水
浄水・原水

３．検査項目
法に基づく毎日検査
法に基づく毎月検査
法に基づく臨時検査

４．苦情の対応
実施している。

関　係　項　目 分　   科　   会

専　門　部　会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

（１）　　１
　　樹王

安　濃　町

（３）　　有 （３）　　ー

（１）　　ー

（２）　　ー （２）　　ー

（３）　　ー

（４）　　ー

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

１．検査方法
委託検査
２．検査対象
給水栓水
浄水・原水

３．検査項目
法に基づく毎日検査
法に基づく毎月検査
法に基づく年１回の検査
法に基づく臨時検査

４．苦情の対応
実施している。

津　　　　市 久　居　市

上水道部会

芸　濃　町 美　里　村

１．検査方法
自己検査（一部委託）
２．検査対象
給水栓水
浄水・原水
水源
３．検査項目
法に基づく毎日検査
法に基づく毎月検査
法に基づく臨時検査
水質基準を補完する項目（快適
水質項目・監視項目）の検査
農薬の検査
４．苦情の対応
実施している。

（３）立入権の有無
　　有

（２）協定書締結数
　１
津カントリークラブ

（４）水質検査状況
立入調査し、検査費を相手持ち
で年２回検査を実施。

（４）　　ー

（２）　　ー

（４）　　ー （４）　　ー （４）　　ー

（３）　　ー （３）　　ー

13/14



様式４

１５．津市の例により、調整する。（合併と同時）
１６．現行のまま新市に引き継ぐ。

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容

１．検査方法
委託検査
２．検査対象
給水栓水

３．検査項目
法に基づく臨時検査

４．苦情の対応
実施している。

（２）　　ー

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

美　杉　村

１．検査方法
委託検査
２．検査対象
浄水・原水

３．検査項目
法に基づく毎日検査
法に基づく毎月検査
法に基づく臨時検査

４．苦情の対応
実施している。

１．検査方法
委託検査
２．検査対象
給水栓水

３．検査項目
法に基づく毎月検査
法に基づく臨時検査
水質基準を補完する項目（快適
水質項目・監視項目）の検査
農薬の検査

４．苦情の対応
実施している。

１．検査方法
委託検査
２．検査対象
浄水・原水

３．検査項目
法に基づく毎日検査
法に基づく毎月検査
法に基づく臨時検査

４．苦情の対応
実施している。

（２）　　ー

（１）　　５
名松ゴルフ、一志ゴルフ、伊勢
中川ゴルフ、一志温泉ゴルフ、
グランシエロゴルフ

（１）　　ー （１）　　７
ワシントンクラブ、ザ・サードプ
レース、三重白山ゴルフ倶楽
部、伊勢湾カントリークラブ、白
山ビレッジゴルフ倶楽部、三重
中央カントリー倶楽部、伊勢高
原カントリークラブ

（２）　　ー

調整の具体的内容
香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町

　検体数の増加については、検査体制の確保や実施方法について調整する。

(1)水道原水の監視については、水質及び農薬の使用状況等の把握など現行のまま
引き継ぐ。
(2)原水に関わらない場合は、従来どおり環境部局での対応となる。

（３）　　ー （３）　　ー （３）　　ー （３）　　有

（４）　　河川水質検査で確認。

（１）　　３
　　美杉ゴルフ倶楽部
　　ザ・サードプレースゴルフ倶
楽部
　　メナード青山カントリー倶楽
部

（２）　　２
美杉ゴルフ倶楽部
ザ・サードプレースゴルフ倶楽部

（４）　　検査費相手持ち
ザ・サードプレースゴルフ倶楽部
年３回
メナード青山カントリー倶楽部
年２回

（４）　　ー （４）　　環境担当課に提出され
る。

14/14


